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■ 序 論 Ⅰ 計画見直しの趣旨 
      

 
北広島市は、昭和４５年(１９７０年)に最初の総合計画を策定して以来、広島町新長期総合計画、広島町第３

次長期総合計画、北広島市総合計画という４次にわたり、自然と創造の調和した豊かな都市をめざして、総合的、

計画的なまちづくりを進めてきました。 

平成２３年度(２０１１年度)から平成３２年度(２０２０年度)までを計画期間とする「北広島市総合計画（第５次）」

では、まちづくりの基本的なテーマの「自然と創造の調和した豊かな都市」を継承し、「希望都市」、「交流都市」、

「成長都市」の３つをめざす都市像に掲げ、緑豊かな生活環境、人々の生き生きとした交流と産業の活気、また札

幌市に隣接した交通利便性が高い地理的条件を活かしたまちづくりを推進しています。 

総合計画も策定から５年目を迎え、社会経済情勢や人口減少社会の到来、地方創生など、自治体を取り巻く

環境は時々刻々と変化しています。 

この中間年度見直しは、現総合計画における本市のまちづくりの基本的方向は維持しつつ、時代の変化や課題

に適切かつ速やかに対処するため、基本計画の見直しを行ったものです。 

 

【中間年度の見直しの必要性】 

 
 

平成２３年に起きた東日本大震災により各地で深刻な打撃を受け、官民一体となった復旧・復興活動が行われ

ています。当市においては、甚大な被害はなかったものの、いつ起きるか分からない災害への不安や防災・減災

への対応、エネルギー施策の転換などが求められています。また、消費税増税や子育て支援、社会保障と税の

一体改革※1等の施策が打ち出されるなど、市民生活や地方自治体を取り巻く環境が大きく変化しています。 

 

 

 
  本市の人口は、平成１９年をピークに人口減少が続いており、計画の人口推計を下回るスピードであることから、

早急な対応が必要となっています。また、高齢化率では、市全体で約２８％、団地地区だけでは４０％を超える高

齢化率となっています。 

  
 
 

人口減少が続いている中、今後の歳入の伸びは見込めない状況であるほか、歳出においては、社会保障関連

経費、老朽化した公共施設への対応など、財政面で非常に厳しい局面に直面しています。 

 

 

 

平成２６年１１月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、各自治体がめざすべき将来の目標や基本的方向、

具体的な施策をまとめた「地方版総合戦略」を策定し、主体性・地域性のある総合的な取組が求められていま

す。 

 

１ 社会経済情勢の変化 

２ 人口減少・少子高齢化 

３ 行財政運営 

４ 地方創生※2への対応 
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Ⅱ 市の現状と時代の潮流  
 

➊人口・世帯 

本市の平成２７年(２０１５年)９月末現在の住民基本台帳人口は５９，４１２人となっており、現総合計画がスタート

した平成２３年(２０１１年)９月末現在の人口６０,５３４人と比較すると１,１２２人(１.８％)の減少となっています。 

人口構成を年齢３区分別にみると、平成２７年(２０１５年)９月末現在では１５歳未満の年少人口が７,３１２人(総人 

口の１２.３％）、１５歳から６４歳の生産年齢人口が３５,３７９人(同５９.６％）、６５歳以上の老年人口が１６，７２１人

(同２８.１％)となっています。平成２３年(２０１１年)同期と比較すると年少人口と生産年齢人口は、それぞれ１.０ポイ

ント、４.５ポイント減少し、老年人口は５.５ポイント増加しています。 

 世帯数は、平成２７年(２０１５年)９月末現在２６,８８４世帯で、平成２３年(２０１１年)同期と比較して７６３世帯増加 

しています。しかし１世帯あたりの人員は、平成２３年(２０１１年)同期の２.３２人から２.２１人と０.１１人減少し、世帯の 

少人数化が進んでいます。 

 

 

■人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市の現状と特色 
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※2 地方創生：地方の人口減少に歯止めを 

かけ、首都圏への人口集中を是正し、地方の 

自律的な活性化を促すための取組。 

※１ 社会保障と税の一体改革：税制と社会 

保障制度を一体化し、社会経済の改革案とし 

て検討すること。 
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➋産業・経済 
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公務

サービス業
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運輸・通信業

製造業

建設業

農業

就業者数：千人

資料：総務省「国勢調査」

注：平成17・22年の卸売・小売業・飲食業には宿泊業が含まれる。

平成２２年(２０１０年)の国勢調

査における本市の産業別就業者数

の割合は、第３次産業が７５.６％ 

(２０,１７７人)と最も多く、次いで第 

２次産業の１７.０％(４,５４７人)、第

１次産業の２.３％(６０２人)となって

います。 

 平成１７年(２００５年)の国勢調査

結果と比べると、第１次産業は  

０.４ポイント、第２次産業は２.５ポイ

ント減少し、第３次産業は０.２ポイン

トの増加となっています。 

推計では、従業地ベースの就業 

業者数は、総人口の減少などに伴

う伸び悩みで、平成３２年(２０２０ 

年)には２３,５８７人程度になると想定されます。産業別では、運輸・通信やサービス業の第３次産業の就業者や、製

造業や建設業などの第２次産業の就業者が減少するものと想定されます。 

農業については、農家戸数、耕地面積は、後継者不足や高齢農業者の引退などにより減少していますが、一方で

付加価値の高い野菜栽培や観光農園への転換なども進められています。また、エゾシカなどの有害鳥獣による農作

物の被害が拡大しています。 

工業については、本市の特性や札幌都心部への交通利便性の高さなどの立地環境を生かした工業団地の造成

などにより、新聞印刷工場や物流関連企業等の進出がなされています。製造品出荷額等や従業者数については、

近年やや減少傾向にあったものの、平成２５年度（２０１３年度）から持ち直し、平成２６年度（２０１４年度）では８４８億

円となっています。 

商業については、卸売業と小売業を合計した事業所数は増加の傾向にあります。また、従業者数については、飲 

 食料品小売業が多く占めています。卸売

業と小売業の販売額を合計した商業販

売額では、平成２４年(２０１２年)では 

１，４９９億円と増加傾向にあります。 

なお、複合型ショッピングモールなどの

開業により、購買力流出率が平成２４年

(２０１２年)では８.１％と流出は低水準と

なっています。  

推計では、市内総生産は、建設業の

減少や人口の減少によるサービス業の

伸び悩みなどが見込まれるものの、第３

次産業を中心に平成３２年(２０２０年)に

は１,５５７億円程度になると想定されま

す。 
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➌水と緑豊かな自然環境 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

➍利便性の高い交通 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

本市は、特別天然記念物・野幌原始林を含

む野幌丘陵の森林などが広がる豊かな自然に

囲まれ、公園や森林などの緑地面積は７,６６７

ha で、全市面積の６４.７％を占めています。市

内全域にわたってある森林は、地球温暖化防止

や野生生物の生息環境の形成、保水機能によ

る災害の防止などに役立っています。また、公

園・緑地の計画的な整備により、１人あたりの公

園・緑地面積は道内市町村の中でもトップクラス

であり、大都市・札幌の近くに位置しながらも、市

街地まで多彩な緑がみられます 

森林の中に整備された札幌恵庭自転車道線

や、輪厚川、千歳川等を中心とした親水機能の 

 整備により、市民をはじめ近隣の住民からも広域的に親しまれるなど、身近に自然とふれあえる場所が数多くありま

す。水と緑が、自然として、そしてまちの一部として確かに息づいている、そのような豊かな自然環境が、北広島市

民の生活の基盤となっています。 

市民意識調査で、本市の住み良い理由として「自然環境」を選んだ市民の割合は５１.３％でした。この自然環境

の豊かさは、これからも本市の魅力として守り育てていくべき重要なものです。 

 

札幌市と新千歳空港の中間に位置する本市は、札幌市や道外のいずれに対しても高い交通利便性を有してお

り、このことがまちの発展に大きく寄与しています。 

道路では、国道３６号や国道２７４号を中心とした広域幹線道路網があり、また道央自動車道では、北広島イン

ターチェンジや輪厚スマートインターチェンジなど、札幌中心部や新千歳空港などへのルートは充実しており、物流

拠点を置く企業も数多くあります。 

鉄道では、ＪＲ千歳線があり、北広島駅から札

幌駅までは快速で１６分、新千歳空港駅までは

２１分と短時間での移動が可能で、通勤、通学、

買い物、レジャーなどの足として多くの市民が利

用しています。 

近接する新千歳空港からは、羽田空港行きを

中心に国内路線２６本、国際路線１２本が就航

し、全国や世界へ容易に移動できる環境が整備

されており、本市における多様な人的交流を支

えています。 
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➎充実した生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

本市は、札幌市と恵庭市との間に広がるなだらかな丘陵地帯にあり、豊かに息づく緑の環境、ゆとりの土地空間、

整備された交通網など、自然と都市機能が調和したまちとなっており、充実した生活環境が市民生活を支えていま

す。 

持ち家比率が高く、敷地面積が広い個人住宅を中心に、マンション、賃貸住宅など多様な住居が建築されてお

り、ライフスタイルに合わせた居住環境を選択することができます。通勤通学や買い物、通院などの面でも、多様な

交通手段による利便性の高さが、札幌市など周辺市町村を含む広い生活圏を実現しています。 

上下水道は市内の計画区域のほぼ全域で整備されているほか、家庭ごみの有料化により市民の環境意識が高

まってきており、町内会等の組織を中心とするまちの美化活動も積極的に行われています。 

福祉面においては、各種の福祉施設などを拠点として高齢者や障がい者にやさしいまちづくりが進められていま

す。また、子育て支援も充実しており、地域の力を活用した母子の見守りやアドバイスなど、安心して子どもを育てら

れる環境が整備されています。 

保育園、幼稚園から専門学校、大学まで教育などの施設がそろっているほか、芸術文化ホールやふれあい学習

センターなどの生涯学習拠点や、市民ボランティアなどに支えられた図書館活動など、学びの環境も充実していま

す。 
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➏地域に根ざす文化と歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市は、石狩平野を通り日本海と太平洋をつな

ぐルート上に位置し、安政４年(１８５７年)には、「札

幌越新道」と呼ばれる陸路（月寒～千歳間は、現

在の国道３６号をほぼなぞる道順）が開削され、

人々の往来、交流が行われてきました。 

明治６年(１８７３年)、今の北広島市島松に移り

住んだ中山久蔵は、道南の大野村（現北斗市）か

ら入手した「赤毛種」と呼ばれる種もみを使い、当

時は不可能とされていた道南以北での米作りに初

めて成功しました。この成功により全道各地に米作

りが広がっていき、北海道が大稲作地帯になる基

礎を築きました。 

 明治１０年(１８７７年)、札幌農学校（現北海道 

大学）に初代教頭として着任していたクラーク博士が退任し帰国する際、現在の旧島松駅逓所において、見送りに

きた学生たちに「ボーイズ・ビー・アンビシャス（青年よ大志をいだけ）」の言葉を残したことは有名で、今もその精神

は北広島市民に受け継がれています。 

本市のまちづくりは、明治１６年(１８８３年)に広島県人の和田郁次郎が、一村創建を目的に今の東部地区に入地

したことに始まります。明治１５年(１８８２年)、北海道開拓を志し、初めて渡道し、適地を求めて道内各地を探索した

和田郁次郎は、翌年６月、札幌郡内に良好の原野を見つけ、ここに入地しました。明治１７年(１８８４年)には入植を

受け入れ、総数25 戸から北広島の開村に向けた歩みが始まりました。 

この広島開墾地は、その後入植数が増加し、明治２６年(１８９３年)には合計３８５戸の一大村落を形成するに至

り、現在の北広島市の発展の礎がつくられました。 

広島県からの入植者が多かったことから、その後も広島県との交流が盛んに行われ、東広島市とは姉妹都市交

流が行われています。また、広島市の「広島平和記念公園」にある「平和の灯（ともしび）」を分火し、世界の平和と

友好を願い、北広島市平和の灯（ひ）公園に「平和の灯」をともしてその意志を表明するなど、広く世界に向けて平

和の願いを次世代の人々へ伝えています。 
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市民のまちづくりに対する考え方や意見を把握するため、平成２６年９月に市民３,０００人を対象とした市民意識調

査を実施しました。１,２７９件の回答が寄せられ、回収率は４２.６％でした。 

 

➊住みやすさ 

本市の住みやすさに関しては、「住み良い」とする市民が７６.８％（前回（平成２０年実施）：７３.５％）を占めました。

住み良い理由としては「居住環境が良い」が６５％（前回：６５.１％）、「自然環境が良い」５１.３％（前回：６３.１％）など

が挙げられました。一方、「住みにくい」とした理由では「交通の便が悪い」６５.３％（前回：６９.４％）、「買い物や娯楽

の場が少ない」６２.５％（前回：５３.７％）などが挙げられています。 

 

➋定住の意識 

  これからも北広島市に住み続けたいとする市民は６１.３％で、平成２０年(２００８年)に実施した市民意識調査と比

較すると１.７ポイント増加しました。年齢別にみると、若い世代では「市外に移りたい」とする割合が高く、高齢の世代

では「今の場所に住み続けたい」とする割合が高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市民の意識 

交通の便が悪い 居住環境が良い

買い物や娯楽の場が少ない 自然環境が良い

福祉・医療環境に不安がある 交通の便が良い

老後の生活が不安 災害や交通事故等の危険が少ない

勤務地、通学地が遠い 勤務地、通学地が近い

公共施設が十分に整備されていない 買い物や娯楽の場が充実している

雇用環境が悪い 人間関係が良い

居住環境が悪い 福祉・医療環境が整っている

災害や交通事故等の危険が多い 安心して老後の生活を送れる

人間関係に不安がある 進学や風紀など教育上の理由から

進学や風紀など教育上の理由から 子育て環境が整っている

子育て環境に不安がある 公共施設が充実している

自然環境が悪い 商売や事業経営に適している

商売や事業経営に不利 雇用環境が良い

その他 その他

住み良い

２９.７％

どちらかと言えば住み良い

４７.１％

どちらかと言え

ば住みにくい １５.１％

住みにくい

４.５％

わからない

２.５％ 無回答１.１％
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65.3

29.4

62.5

19.4

10.9

7.7

5.2

2.8

11.3

24.2

13.3

8.5

6.9

4.0

2.4
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➌施策の満足度・重要度 

各施策項目における満足度は、「衛生的な上下水道の整備」がもっとも高く、次いで「公園・緑地の充実したまち並

みの形成」、「森林や川など自然環境の保全」、「図書活動に親しむ機会や環境の充実」、「大気汚染・水質汚染など

の公害対策の充実」と続いています。一方満足度が低い分野としては、「除雪や排雪の充実」がもっとも低く、次いで

「安定した雇用の場の確保」、「医療環境の充実」、「利便性の高い公共交通の充実」となっています。 

これからの市政で重点的に取り組むべき施策として「除雪や排雪の充実」がもっとも高く、次いで「緊急時の救急医

療体制の充実」、「医療環境の充実」、「職員の意識改革による職員の資質の向上」、「安定した雇用の場の確保」、

と続いています。 

地区ごとにみると、北広島団地地区と東部地区では全市的に関心の高い除排雪や医療環境整備、高齢者福祉、

雇用の場の確保などに課題認識が集中しています。一方、大曲地区と西部地区では、道路や公共交通の充実への

関心が高くなっています。西の里地区では、除排雪や医療環境整備が他地区に比べて高くなっており、地域性が現

れています。 

                                                                       

 

➍めざすべきまちの姿 

市民が考える将来の北広島市のめざすべき姿としては、「空気や水がきれいで、豊かな自然環境が守られている

まち」（１５.６％）が最も多く、次いで「道路や公共交通機関等が充実し、どこでも気軽に行き来できるまち」（１４.３％）

となっています。 

年齢別では、５０歳以上の市民で「福祉や医療サービスが充実し、お年寄りや障がい者が大切にされるまち」が多 

くなっていますが、３０歳未満では「道路や公共 

交通機関などが充実し、どこでも気軽に行き来 

できるまち」が、３０歳代では「教育環境が整い、

子どもたちを伸び伸びと育てることができるまち」

が、４０歳代では「道路や公共交通機関などが

充実し、どこでも気軽に行き来できるまち」がそ

れぞれ最大の回答を集めており、世代の特徴

を反映しています。 

地区別では、大曲地区、西部地区では「道路 

や公共交通機関などが充実し、どこでも気軽に 

行き来できるまち」、東部地区では「福祉や医 

療サービスが充実し、お年寄りや障がい者が大 

切にされるまち」が多く、北広島団地地区、西の 

里地区では「空気や水がきれいで、豊かな自然 

環境がまもられているまち」が多くなっていま 

す。 

 

 

 

 

 

空気や水がきれいで、豊かな自然

環境が守られているまち

道路や公共交通機関などが充実し、

どこでも気軽に行き来できるまち

福祉や医療サービスが充実し、お年

寄りや障がい者が大切にされるまち

教育環境が整い、子ども達を伸び

伸びと育てることができるまち

犯罪がない安心・安全なまち

産業が盛んで、働く場に

恵まれているまち

住宅や公園、下水道などが整備され、

快適な生活環境の中で暮らせるまち

災害に強いまち

地域の隣人が互いに助け合うまち

住宅地を拡大し、多くの人口を

受け入れられるまち

芸術や部員化活動が盛んなまち

趣味やスポーツを楽しむことが

できるまち

来訪者が多く、にぎわいのあるまち

無回答

0 5 10 15 20（%）

１５.６

１３.８

１４.３

９.９

７.１

２.０

０.９

０.２

１０.２

７.１

３.２

１.３

０.９

１１.４

■北広島市のめざすべき姿 

北広島市総合計画　|13



➊少子高齢化と人口減少社会 

我が国では、出生率の低下による少子化の影響により、人口減少と急速な高齢化が進んでいます。女性が生涯

に出産すると推定される子どもの数を表す合計特殊出生率※1 は、昭和４６年(１９７１年)の２.１６から平成２６年 

（２０１４年)には１.０９と大幅に低下しています。一方、高齢化率は上昇の一途をたどり、平成３２年(２０２０年)には高

齢化率３０％を超えるという超高齢社会を迎えようとしています。 

また、家族構成の変化や生活様式の多様化などの影響から、家庭や地域社会において子どもを含めた人間関係

の希薄化が進み、その結果、家庭における子育て能力の低下や地域ぐるみで子どもを見守る環境の喪失、地域コミ

ュニティ※2の衰退につながりつつあります。 

次代を担う子どもたちが健やかに育ち、高齢者が健康で安心して暮らせる環境づくりを進めるとともに、そこに暮ら

す人たちが、それぞれの価値観によって生活の質を追求し、心身ともに充実した生活を送ることのできる住みよい生

活圏を形成することが重要です。 

将来的には就労人口の減少による経済規模の縮小や、高齢者層の増大による医療費や介護・福祉関係支出の

増加などが予想されており、本市においても財政的な基盤の強化が必要となっています。 

 

➋地域主権型社会への流れ 

近年、国から地方へとさまざまな権限や財源が移譲される地方分権の流れが加速し、地方が担う役割がさらに大

きくなっています。 

地方財政を取り巻く環境は、大幅な税収増が期待できない社会経済状況や地方交付税等の減少、少子高齢化

の進展等に伴う社会保障費の増加などにより今後一層厳しい状況になると予想されています。 

地方自治体は、自己決定・自己責任の考え方を基本に、市民と行政が対話を重ね、課題と目標を共有しながら、

地域独自の伝統・文化・個性などの資源を生かした地域主権型社会に向けて、主体的な行政運営ができる仕組み

づくりが求められています。 

地域の創意工夫に基づく行政運営を実現するため、市民と行政の適切な役割分担と一体となって連携する「協働」

の取組を進めながら行政能力の向上と財政力の強化を図っていく必要があります。 

 

➌環境との共生 

私たちの生命を支える自然環境では、地球温暖化や生態系の崩壊、資源の枯渇など、地球的規模での環境問題

が深刻化し、その影響が懸念されています。 

これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄といった経済活動のあり方から、廃棄物の減量化やリサイクルの推進、

省エネルギーへの取組など、環境への負荷の少ない循環型社会に対応した社会経済システムへの転換が進めら

れています。 

人々のリサイクルに対する関心や自然環境を大切にする考え方が高まってきていることから、本市においても省

資源・省エネルギー、リサイクルの推進といった資源循環型の環境にやさしいまちづくりや、学校教育及び生涯学習

での環境教育の充実を図りながら、市民、企業、行政が一体となって総合的な環境対策の取組を推進していかなけ

ればなりません。 

 

３ 時代の潮流 
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➍安全・安心への対応 

近年、地球温暖化などの影響とされる集中豪雨や大規模な地震などの自然災害が発生しており、環境問題や災

害対策への関心が高まっています。 

また、犯罪の凶悪化や多様化、交通環境の変化による交通事故の多発、食品の不正表示、有害化学物質による

健康被害など、日常生活における不安を取り除く取組が求められています。 

地域社会の中で、安全で安心して暮らすことができる社会づくりをめざすとともに、市民の防災や交通安全意識の

高揚、食の安全に対する情報の提供など総合的な取組を進める必要があります。 

 

➎産業構造の変化 

経済活動のグローバル化や情報化などの影響を受けて、旧来の規格大量生産型、労働集約型の産業構造から、

高付加価値型、知識集約型へと転換が進みつつあり、あらゆる産業分野において、より高い専門性や技術が求めら

れてきています。 

地域の活力を維持するためには、地域の自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用

機会の創出、その他地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進しながら人材を育成し、競争力のある産業を育

てていく必要があります。 

 

➏価値観やライフスタイルの多様化 

経済力や、それに伴う生活水準、教育水準の高まりなどを背景とした価値観やライフスタイルの多様化の動きは、

社会経済情勢の変動や高度化、複雑化する情報の影響などを受けてさらに進展しています。 

ワーク・ライフ・バランス※3 や、スローライフ※4 といった新しい価値観などが生まれ、これまで以上に生活の質を重

視する傾向が強まる中で、一人ひとりの個性や能力が生かされ、それぞれの価値観に基づいたライフスタイルが尊

重される社会の形成が求められています。 

豊かな人間性を育み、生きる力を身につけ、皆が安全に安心して暮らせる「共生社会」の実現に向けた取組など

も進みつつあります。 

これからの社会には、多様化する個々のライフスタイルを尊重しながら、その個性や活力を地域社会にも反映し、

社会全体として質的な豊かさを実現できるような仕組みが求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※4 スローライフ：スピードや効率を重視した 

現代社会とは対照的に、ゆったりとマイペー 

スで人生を楽しもうという生活様式。 

※3 ワーク・ライフ・バランス：仕事（ワーク） 

と私生活（ライフ）の調和を図り、老若男女だ 

れもが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の 

自己啓発などさまざまな活動について、自ら 

希望するバランスで展開できる状態。 

※2 地域コミュニティ：地域におけるさまざま 

な共同体のことで、町内会や自治会、一定の 

テーマや目的を持った集まりや団体など。 

※1 合計特殊出生率：1人の女性が一生の 

間に平均何人の子どもを産むかを示す指標 

で、15歳から49歳までの女性の年齢別出生 

数を合計した数値。 
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Ⅲ 計画の概要 

 
この計画の名称は「北広島市総合計画（第５次）」とします。 

 
 

 
総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「推進計画」で構成します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 計画の名称 

２ 計画の構成と期間 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

基 本 構 想

基 本 計 画

推進計画

推進計画

推進計画

３年間（ローリング）

基本構想 
＜計画期間：１０年間＞ 

基本計画 
＜計画期間：１０年間＞ 

推進計画 
＜計画期間：３間＞ 

本構想は、社会経済の状況や本市の現状を踏まえ、本市がめざす将来像と基本

目標を定め、その実現に向けた基本方向を示すものです。 

目標年度を平成32 年度(2020 年度)とします。 

基本計画は、基本構想に掲げる将来像を実現するために、各分野で実施していく

施策を体系的に示すものです。 

推進計画は、基本構想、基本計画に掲げたまちづくりを着実に進めるため、基本

計画での施策の展開を図るための事業を示すもので、別に定めます。 
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